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(57)【要約】
【課題】従来のスライサーは、被調理物の摺動面が一面
であるため、一方向の切り込みとスライス面しか入らな
いため、被調理物を千切りに切断することしかできなか
った。このため、細の目切りが必要な場合は、千切りを
行った後、再度包丁やカッターなどで、千切りした被調
理物を細の目状に切断しなければならず、非常に手間と
時間を要していた。
【解決手段】本発明では、スライサー本体１の上面に、
被調理物が摺動する摺動面ａ（２）及び摺動面ｂ（３）
が直交するように配置され、摺動面ａ、ｂ（２，３）の
各上面の一端側に、被調理物に摺動方向に対して鉛直方
向の切れ込みを入れるブレード（４，６）をそれぞれ一
箇所以上設けるとともに、さらに、当該被調理物に摺動
面と平行な面方向に切れ込みを入れるブレード（５，７
）をそれぞれ一箇所以上設けたことを特徴とする細の目
スライサーである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　スライサー本体１の上面に、被調理物が摺動する摺動面ａ（２）と、摺動面ｂ（３）
が直交するように配置され、摺動面ａ、ｂ（２、３）の各上面に、被調理物に摺動面に対
して鉛直方向の切れ込みを入れる第１のブレード（４，６）と、当該被調理物に、摺動面
と平行な面方向に切れ込みを入れる第２のブレード（５，７）とをそれぞれ設けたことを
特徴とする細の目スライサー
【請求項２】
　　請求項１記載の細の目スライサーにおいて、スライサー本体１の上面に設けた第１の
ブレードは、摺動面ａ（２）上面に固定され複数の刃が立設されて成る第１ブレード４と
、摺動面ｂ（３）上面に固定され複数の刃が立設されてなる第３ブレード６とで構成され
ており、
　さらに、スライサー本体１の上面に設けた第２のブレードは、摺動面ａ（２）上面であ
って、当該摺動面ａ（２）に対して鉛直方向に所定距離を隔てられており、上記第１ブレ
ード４に対し被調理物の摺動方向後方に固定され、かつ第１ブレード４が設けられている
位置方向に刃先が向いている第２ブレード５と、摺動面ｂ（３）上面であって、当該摺動
面ｂ（３）に対して鉛直方向に所定距離を隔てられ、上記第３ブレード６に対し被調理物
の摺動方向後方に固定され、かつ第３ブレード６が設けられている位置方向に刃先が向い
ている第４ブレード７とで構成されていることを特徴とする細の目スライサー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明は、キュウリ、大根、人参等の野菜や果物等の被調理物を細の目切りする際
に使用する細の目スライサーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　従来より、野菜等を簡単に千切りできる千切りスライサーとして、下記特許文献１
に示すような千切りスライサーが知られている（図２参照）。この千切りスライサーは、
上面に野菜等の被調理物が摺動する摺動面を有する平板状の本体２１と、当該本体２１の
上面に固定され、複数の刃２３が立設してなるブレード２２と、前記ブレード２２に対し
被調理物の摺動方向後方に固定され、被調理物の摺動方向前側に刃部を有するブレード２
４で構成されている。そして、本体２１の摺動面に大根やキュウリ等の被調理物を置き、
さらにブレード２２方向に摺動させ、これによって被調理物にその厚み方向（すなわち、
摺動面に対して鉛直方向）の切れ込みを入れるとともに、ブレード２４により被調理物を
摺動面と平行な面方向にスライスすることによって千切りにすることが出来る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３８６７８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　　従来の千切りスライサーは、被調理物の摺動面が一面であるため、一方向の切り込
みとスライス面しか入らないため、被調理物を千切りに切断することしかできなかった。
このため、被調理物の具材によっては、細の目切りが必要な場合は、千切りを行った後、
再度包丁やカッターなどで、千切りした被調理物を細の目状に切断しなければならず、非
常に手間と時間を要していた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　　　そこで本発明では、スライサー本体１の上面に、被調理物が摺動する摺動面ａ（２
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）と、摺動面ｂ（３）の中心軸線が直交するように配置され、摺動面ａ、ｂ（２，３）の
各上面の所定位置に、被調理物に摺動面に対して鉛直方向の切れ込みを入れる第１のブレ
ードをそれぞれ一箇所以上設け（第１ブレード（４）及び第３ブレード（６））、さらに
、当該被調理物に摺動面と平行な面方向の切れ込みを入れる第２のブレードをそれぞれ一
箇所以上設けた（第２ブレード（５）及び第４ブレード（７））、ことを特徴とする細の
目スライサーが得られる。
　　　さらに、スライサー本体１の上面に設けた第１のブレードは、摺動面ａ（２）上面
に固定され複数の刃が立設されて成る第１ブレード４と、摺動面ｂ（３）上面に固定され
複数の刃が立設されてなる第３ブレード６とで構成されており、また、スライサー本体１
の上面に設けた第２のブレードは、摺動面ａ（２）上面であって、当該摺動面ａ（２）に
対して鉛直方向に所定距離を隔てられており、上記第１ブレード４に対し被調理物の摺動
方向後方に固定され、かつ第１ブレード４が設けられている位置方向に刃先が向いている
第２ブレード５と、摺動面ｂ（３）上面であって、当該摺動面ｂ（３）に対して鉛直方向
に所定距離を隔てられ、上記第３ブレード６に対し被調理物の摺動方向後方に固定され、
かつ第３ブレード６が設けられている位置方向に刃先が向いている第４ブレード７とで構
成されている、ことを特徴とする細の目スライサーが得られる。
【発明の効果】
【０００６】
　　　本発明の細の目スライサーによれば、被調理物をカットする際、スライサー本体上
面に設けた摺動面ａ，ｂを交互に往復摺動させることにより、被調理物の細の目切りカッ
トが簡単に行うことができる。すなわち、従来のスライサーは千切りカットを行った後、
これを再度包丁やナイフを用いて、細の目状にカットを行わなければならず、非常に効率
が悪く、多くの作業時間を要していた。しかし、本発明によるスライサーによれば、スラ
イサー本体１上面に直交して設けた摺動面ａ、ｂ上を、被調理物を交互に摺動させる毎に
、細の目状にカットすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施例に係るスライサーの平面図である。
【図２】従来の千切りスライサーの斜視図である。
【図３】［図１］の摺動面ｂのＡＡ線拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　　　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図１を参照しつつ説明する。
スライサー本体１は、略円形の平板状の形態からなり、本発明のスライサーによって細の
目状にカットされた被調理物を収容する容器（例えば、金属製或いはプラスチック製の調
理用ボウルなど）の上面に蓋のように収まる形状をしている。また、装着したスライサー
本体をボウルから着脱しやすいように、本体には手指の挿入穴８が設けられている。
【０００９】
　　　さらに、スライサー本体１には、胡瓜や玉ねぎなどの被調理物をカットする際に用
いるブレードを備えた摺動面ａ（２）と、同じくブレードを備えた摺動面ｂ（３）とが、
各摺動面の中心軸線が直交するように配置されている。
【００１０】
　　　摺動面ａ（２）の上面の所定位置には、被調理物に摺動面に対して鉛直方向の切れ
込みを入れる複数の固定刃が立設する第１ブレード（４）が設けられている。また、摺動
面ａ（２）の摺動方向の一端部には、被調理物に摺動面と平行な面方向に切れ込みを入れ
る固定刃を設置した第２ブレード（５）が設けられている。
【００１１】
　　　ここで、摺動面ａ（２）の上面に設けた上記第１ブレード４は、第２ブレード５が
形成された摺動面ａの端部から、摺動面ａ（２）及びｂ（３）の直交部寄りにやや離間し
て設けられている。また、第２ブレード５の刃先は、当該直交部方向（すなわち、第１ブ
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レード４の設置方向）に向かって設置されているため、当該直交部から第２ブレード５方
向に向かって被調理物を摺動させた際に、摺動面と平行な面方向に切れ込みが入るが、そ
の逆、すなわち第２ブレード５の設置された端部から当該直交部方向に向かって摺動させ
ても、被調理部はカットされない構造となっている。
【００１２】
　　　次に、摺動面ｂ（３）上面の所定位置にも、上記摺動面ａ（２）と同様に、被調理
物に摺動面に対して鉛直方向に切れ込みを入れる複数の固定刃が立設された第３ブレード
（６）が設けられている。また、摺動面ｂ（３）の摺動方向の一端部にも、被調理物に摺
動面と平行な面方向に切れ込みを入れる固定刃が形成された第４ブレード（７）が設けら
れている。
【００１３】
　　　また、摺動面ｂ（３）の上面に設けた上記第３ブレード６は、第４ブレード７が形
成された摺動面ｂ（３）の端部から、摺動面ａ及びｂの直交部寄りにやや離間して設けら
れている。また、第４ブレード７の刃先は、当該直交部方向（すなわち、第３ブレード６
の設けられている位置方向）に向かって設置されているため、当該直交部から第４ブレー
ド７方向に向かって被調理物を摺動させた際に、摺動面と平行な面方向に切れ込みが入る
が、その逆、すなわち第４ブレード７の設置された端部から当該直交部方向に向かって摺
動させても、被調理物はカットされない構造となっている。
【００１４】
　　　なお、摺動面ａ及びｂのいずれの面にも、摺動方向に沿って複数の筋状の凸部が設
けられている。これにより、被調理物をカットする際に各ブレードに向かって被調理物が
円滑にガイドされるとともに、摺動の際の被調理物と摺動面との摩擦が軽減されスムーズ
に動かすことができる。
【００１５】
　　　さらに、本発明に係るスライサーは、前記各ブレードを設けた摺動面を設置するス
ライサー本体１を略円形に形成しているため、調理用ボウルの内側に本体１を嵌め込むよ
うにセットし、カットした被調理物を調理用ボウル内に落として収容することができる。
これにより、細の目切りされた被調理物は、調理する際に周囲に飛び散ることもなく、そ
のままボウル内で調味、調理等の作業を容易に進めることができる。
【００１６】
　　　なお、上記の実施例では、スライサー本体１を略円形に形成しているが、この形状
に限定されるものではなく、カットした被調理物を収容する容器の形状に合わせて、長方
形や正方形、楕円形など互いに直交する摺動面ａ、ｂが設けられる面積を確保できる大き
さの形状であれば、これら以外の様々な本体形状を採用することができる。
【００１７】
　　　次に、第１及び第３ブレードは、摺動面ａ、ｂに対して鉛直方向（すなわち、上面
方向）に刃先が向けられ据えられている。しかも、摺動面を横切るようにほぼ一列に複数
の刃が立設されている。このため、被調理物を各摺動面上を長さ方向（前後方向）に摺動
させると、被調理物は摺動面に対して鉛直方向（その厚み方向）に刃の数に応じて複数の
切れ込みが入る。
【００１８】
　　　また、第２ブレード５、第４ブレード７は、摺動面ａ、ｂの上面であって、当該摺
動面より鉛直方向にやや離間して、かつ各端部近傍に摺動面を横に跨ぐ方向に一枚刃が設
けられている。しかも、刃先は、各摺動面の直交部方向（すなわち、第１ブレード４又は
第３ブレード６の設けられている位置方向）に向かって設置されている。
【００１９】
　　　次に、本発明に係る細の目スライサーの使用法を説明する。まず、被調理物を第２
ブレード５の外側付近に載置し、これを上から軽く押さえつつ摺動面ａ（２）を摺動面ａ
，ｂ直交部方向に向けて摺動させる。これにより、被調理物は摺動面ａ（２）上に設置し
た第１ブレード４を通過する際、鉛直方向（すなわち、被調理物の厚み方向）に複数の切
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が同一のため、第２ブレードによって被調理物がカットされることはない。
【００２０】
　　　次に、上記直交部を通過させた被調理物を、そのままの状態を保持しつつ９０度角
度を変えて、摺動面ｂ（３）に向けて摺動させる。その後、第３ブレード６を通過する際
に、摺動面ｂ（３）の鉛直方向（すなわち、被調理物の厚み方向）であって、かつ、第１
ブレード４による最初の切れ込みと交差する二度目の切れ込みを入れる。そして、被調理
物は摺動面ｂ（３）の端部近傍に設置された第４ブレード７によって、当該摺動面と平行
な面方向にスライスされ、最終的に細の目状にカットされ、スライサー本体１下のボウル
内に落下する。
【００２１】
　　　さらに、上記動作の後、第４ブレード７を通過した被調理物を、今度は逆方向、す
なわち前記直交部方向に向けて再び摺動させる。これにより、被調理物は、第３ブレード
６により摺動面ｂ（３）に対して鉛直方向（すなわち、被調理物の厚み方向）の切れ込み
が入る。その後、被調理物をそのままの状態を保持しつつ、前記直交部を通過させた後、
摺動方向を摺動面ａ（２）方向に変換させ、その端部方向に摺動させる。
【００２２】
　　　すると、摺動面ａ（２）上面に設けた第１ブレード（４）により、再び鉛直方向（
すなわち、被調理物の厚み方向）であって、しかも、今度は第３ブレード６による最初の
切れ込みとほぼ交差する二度目の切れ込みが入ることになる。さらに、第２ブレード５を
通過する際に、摺動面と平行な面方向の切れ込みが入れられる。これら一連の動作により
、最終的に被調理物は、上記の最初の作業時と同様に細の目状にカットされ、スライサー
本体１下の調理用ボウル内に落下する。
【００２３】
　　　このように、本発明の細の目スライサーによれば、被調理物を摺動面ａ，ｂ上を往
復摺動させるだけで、野菜等の被調理物の細の目切りを簡単かつ効率的に作ることができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００２４】
　　　本発明は、野菜や果物等の切断可能な材料（被調理物）を切断する為の台所用器具
であって、スライサー本体部と、その上を切断可能な被調理物が前後移動することができ
る摺動面と、切断の為のブレードを備え、摺動面上を前後方向にブレードに向かって移動
させて、被調理物を簡易な動作で容易に細の目切りを行うことのできる台所用器具の分野
での利用が可能である。
【符号の説明】
【００２５】
　　　１　スライサー本体
　　　２　摺動面ａ
　　　３　摺動面ｂ
　　　４　第１ブレード
　　　５　第２ブレード
　　　６　第３ブレード
　　　７　第４ブレード
　　　８　スライサー本体取り外し用穴
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